
令和５年８月２５日

物価高騰に伴う給食費の食材費助成事業について

１ 概要

令和５年度の学校給食における牛乳及び主食の価格は、令和３年度に比べ約１０％

上昇しており、その他の食材についても複数の食材で価格が上昇しています。

食材価格の上昇が続く中、学校給食法で規定する「学校給食摂取基準」に基づき、

栄養バランスや量を保ったこれまで通りの給食を提供するため、食材費の価格上昇分

をさらに助成します。

２ 助成対象

令和５年１０月から令和６年３月までに提供する学校給食の食材費

３ 補正予算額

①古川国府給食センター分 ７０万円

②高山市学校給食センター分 １，４８０万円

（①②ともに電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用）
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物価高騰による学校給食の食材価格の上昇分を高山市学校給食センター等に助

成しています。

今回、食材価格が高止まりしていることを踏まえ、追加して助成し、保護者の

負担を増やすことなく学校給食の質と量を保持します。
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